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専
決
処
分

　

承
認
し
た
専
決
処
分
議
案

は
、「
専
決
処
分
の
承
認
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
厚

木
市
常
勤
特
別
職
職
員
の
給

与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）」

の
１
件
で
す
。

　

内
容
は
、
職
員
に
係
る
源

泉
所
得
税
の
納
付
漏
れ
に
関

し
、
市
長
お
よ
び
担
任
の
副

市
長
と
し
て
の
責
任
を
明
確

に
す
る
た
め
、
給
料
を
減
額

す
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生

じ
、
特
に
緊
急
を
要
し
、
議

会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕

が
な
く
、
市
長
が
専
決
処
分

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会

る
条
例
」
の
１
件
で
す
。

　

内
容
は
、
地
方
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
延
滞
金
の
割
合
を

改
め
る
た
め
、「
厚
木
市
諸

収
入
金
に
対
す
る
延
滞
金

徴
収
条
例
」「
厚
木
市
国
民

健
康
保
険
条
例
」「
厚
木
市

道
路
占
用
料
条
例
」
な
ど
７

条
例
を
一
括
し
て
整
理
す
る

も
の
で
す
。

条
例
の
改
正

　

可
決
し
た
条
例
の
一
部
改

正
議
案
は
２
件
で
す
。

　
「
厚
木
市
市
営
住
宅
条
例
」

の
主
な
改
正
内
容
は
、
福
島

復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
条
例
で
引

用
す
る
条
項
を
改
め
る
と
と

も
に
、
市
営
住
宅
長
淵
団
地

な
ど
５
団
地
を
廃
止
す
る
た

め
、
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
政
令
の
一
部

改
正
に
伴
い
、「
厚
木
市
火
災

予
防
条
例
」
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

市
道
の
廃
止・
認
定

　

可
決
し
た
市
道
路
線
の
廃

止・認
定
議
案
は
７
件
で
す
。

　

内
容
は
、
道
路
新
設
改
良

事
業
に
伴
い
、
下
津
古
久
地

晴天の下、一斉に飛び出す2013あつぎマラソン参加者の皆さん

９月定例会

地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
な
ど
意
見
書
２
件
を
関
係
機
関
に
提
出

平
成
24
年
度
決
算
８
件
を
認
定

内
の
１
路
線
を
廃
止
し
、
酒

井
地
内
か
ら
下
津
古
久
地
内

ま
で
の
１
路
線
を
認
定
す
る

議
案
の
ほ
か
、
市
営
住
宅
子

の
神
団
地
の
用
途
廃
止
に
伴

い
、
建
築
基
準
法
に
よ
り
位

置
の
指
定
を
受
け
て
い
た
道

路
を
編
入
す
る
た
め
、
戸
室

四
丁
目
地
内
に
１
路
線
、
国

道
１
２
９
号
戸
田
交
差
点
立

体
化
整
備
事
業
に
伴
い
、
戸

田
地
内
に
１
路
線
を
認
定
す

る
も
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
開
発
行
為
に
伴

い
、
妻
田
東
三
丁
目
な
ど
３

カ
所
に
そ
れ
ぞ
れ
１
路
線
、

緑
ケ
丘
四
丁
目
地
内
に
２
路

線
を
認
定
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

　

可
決
し
た
補
正
予
算
議
案

は
、
一
般
会
計・特
別
会
計・

病
院
事
業
会
計
の
３
件
で
す
。

　

一
般
会
計
補
正
の
主
な
歳

出
の
内
容
は
、（
仮
称
）
あ
つ

ぎ
元
気
館
の
商
業
フ
ロ
ア
を

よ
り
充
実
し
て
整
備
す
る
ほ

か
、
救
助
工
作
車
に
搭
載
す

る
高
度
救
助
資
器
材
の
整
備

に
係
わ
る
経
費
や
農
業
用
取

水
堰
を
改
修
す
る
た
め
、
か

ん
が
い
排
水
路
改
修
事
業
費

な
ど
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

　

各
会
計
の
補
正
後
の
予
算

額
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算

に
対
す
る
増
加
額
（
カ
ッ
コ

内
）
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
一
般
会
計
＝
７
２
６
億
８

５
０
万
４
千
円
（
５
億
２
３

４
３
万
３
千
円
増
）

◇
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
＝
２
５
３
億
４
７
３
８

万
円
（
１
３
８
万
円
増
）

◇
病
院
事
業
会
計
＝
資
本
的

収
入
予
定
額
40
億
５
１
２
４

　

９
月
定
例
会
は
、
９
月
２
日
か
ら
10
月
７
日
ま
で
の

会
期
36
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。　

　

市
長
か
ら
初
日
に
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
専
決
処
分

の
承
認
や
、
平
成
24
年
度
一
般
会
計
な
ど
８
会
計
の
歳

入
歳
出
決
算
、
条
例
の
制
定
・
改
正
、
市
道
路
線
の
認

定
の
ほ
か
、
平
成
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
22

議
案
で
す
。
こ
の
う
ち
初
日
に
採
決
し
、承
認
し
た「
専

決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
除
く
21

議
案
は
、
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
第
２
日
か
ら
第
４
日
の
３
日
間
に
は
、
議
員

22
人
が
登
壇
し
、
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
休
会
中
に
各
常
任
委
員
会
が
開
か
れ
、
付
託

さ
れ
た
案
件
や
昨
年
度
か
ら
分
割
付
託
さ
れ
た
決
算
議

案
に
対
し
、
慎
重
な
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
、
各
常
任
委
員
長
の
審
査
結
果
報
告
の
後
、

４
会
派
に
よ
る
討
論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
全
議

案
を
原
案
ど
お
り
認
定
・
可
決
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
市
長
か
ら
「
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
」「
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
の
議
案
２

件
、
議
員
か
ら
「
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
を
求
め
る

意
見
書
」
な
ど
議
案
２
件
が
追
加
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ

も
同
意
・
可
決
し
ま
し
た
。

の
承
認
を
求
め
ら
れ
た
も
の

で
す
。

平
成
24
年
度
決
算

　

認
定
し
た
決
算
議
案
は
８

件
で
す
。

　

決
算
議
案
は
、
所
管
の
常

任
委
員
会
に
分
割
付
託
し
、

平
成
24
年
度
の
事
業
執
行
に

つ
い
て
、
質
疑
を
行
っ
た
ほ

か
、
今
後
の
行
財
政
運
営
に

関
し
、
執
行
機
関
に
要
望
を

行
い
ま
し
た
（
７
面
参
照
）。

条
例
の
制
定

　

可
決
し
た
条
例
の
制
定
議

案
は
、「
地
方
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

万
円
、
資
本
的
支
出
予
定
額

42
億
３
４
５
８
万
円
（
そ
れ

ぞ
れ
44
億
７
８
０
０
万
円

減
）。継
続
費
１
２
９
億
６
９

４
４
万
円
（
６
億
３
５
０
０

万
円
増
）

教
育
委
員
の

任
命
に
同
意

　

教
育
委
員
５
人
う
ち
、
難な
ん

波ば

有ゆ
う

三ぞ
う

氏
（
林
）
の
任
期
が

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
引

き
続
き
同
氏
を
任
命
し
た
い

と
の
議
案
が
最
終
日
に
市
長

か
ら
提
出
さ
れ
、
賛
成
全
員

で
同
意
し
ま
し
た
。

監
査
委
員
に

小
島
一
郎
氏

　

議
員
の
中
か
ら
選
出
す
る

監
査
委
員
に
小こ

島じ
ま

一い
ち

郎ろ
う

議
員

（
改
革
あ
つ
ぎ
）を
選
任
し
た

い
と
の
議
案
が
最
終
日
に
市

長
か
ら
提
出
さ
れ
、
賛
成
全

員
で
同
意
し
ま
し
た
。

農
業
委
員
に

４
氏
を
推
薦

　

最
終
日
、
次
の
方
々
が
農

業
委
員
会
委
員
に
推
薦
さ
れ

ま
し
た
。

◎
越こ
え

智ち

一か
ず

久ひ
さ

氏（
七
沢
）

◎
難な
ん

波ば

達た
つ

哉や

氏（
下
荻
野
）

◎
大お
お

村む
ら

太た

一い
ち

氏（
下
津
古
久
）

◎
木き

原は
ら

淳じ
ゅ
ん
こ子
氏（
温
水
）

小島監査委員

２
面
下
段
に
続
く
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　今定例会では、22人の議員が３日間にわたり一般質問を
行い、市政全般の施策について市長などの考えをただしま
した。主な質問と答弁の要旨を紹介します（掲載は質問順）。

海
老
名
市
と
の
合
併
を

進
め
る
考
え
は
あ
る
か

改
革
あ
つ
ぎ
　
徳
間
　
和
男 

議
員

　

問　

海
老
名
市
と
の
合
併

を
進
め
る
政
策
は
あ
る
か
。

　

答
　
市
長　

神
奈
川
県
で

は
、
相
模
川
を
挟
ん
で
東
側

と
西
側
と
い
う
ゾ
ー
ニ
ン
グ

を
し
て
い
る
。
ま
た
、
行
政

を
進
め
る
と
き
に
、
川
が
支

障
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と

も
頻
繁
に
語
ら
れ
て
き
て
い

る
。
川
を
挟
ん
で
一
緒
に

な
っ
て
行
っ
て
い
け
る
見
通

し
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
だ

と
思
う
。

●
厚
木
南
公
民
館
移
設

　

問　

厚
木
南
地
区
の
厚
木

南
公
民
館
に
併
設
す
る
消
防

施
設
の
敷
地
が
狭
す
ぎ
る
。

厚
木
南
公
民
館
の
移
設
の
候

補
地
は
あ
る
と
み
て
い
い
か
。

　

答
　
政
策
部
長　

公
共
施

設
を
適
正
配
置
し
て
い
く
中

で
、
場
所
も
含
め
て
検
討
し

て
い
る
。

●
温
水
西
地
区
の
危
険
建
造
物

　

問　

法
律
に
抵
触
し
な
い

危
険
な
建
造
物
に
対
応
す
る

た
め
、
規
則
、
要
綱
に
類
す

る
も
の
を
整
備
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

　

答
　
許
認
可
担
当
部
長　

建
築
基
準
法
の
適
用
を
受
け

な
い
構
造
物
に
つ
い
て
、
事

前
に
安
全
性
を
確
認
す
る
方

法
を
、
他
の
自
治
体
の
例
を

含
め
て
調
査
研
究
し
て
い
く
。

　

問　

地
中
障
害
物
に
つ
い

て
の
話
し
合
い
の
状
況
は
。

　

答
　
病
院
事
業
管
理
者　

こ
れ
ま
で
に
、
神
奈
川
県
か

ら
は
、
地
中
障
害
物
は
旧
病

院
施
設
を
解
体
し
た
際
の
残

存
物
で
あ
り
、
誠
意
を
持
っ

て
対
応
し
た
い
と
の
見
解
を

得
て
い
る
。
し
か
し
、
費
用

負
担
に
対
す
る
意
向
は
示
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
引
き
続

き
調
整
を
図
っ
て
い
く
。

●
依
知
地
区
に
予
定
す
る
事
業

　

問　

中
間
処
理
施
設
の
よ

う
な
迷
惑
施
設
は
、
市
民
が

本
当
に
歓
迎
し
て
く
れ
る
施

設
と
セ
ッ
ト
で
提
案
す
べ
き

だ
と
何
度
か
言
っ
た
が
、
そ

の
よ
う
な
考
え
は
な
か
っ
た

の
か
。

　

答
　
宮
台
副
市
長　

候
補

地
を
地
元
に
お
示
し
す
る
説

明
会
に
お
い
て
、
周
辺
の
環

境
整
備
に
つ
い
て
も
並
行
し

て
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
含

め
、
説
明
し
て
き
て
い
る
。

　

問　

厚
木
恵
心
病
院
の
跡

地
利
用
の
計
画
は
。

　

答
　
市
長　

跡
地
の
活
用

に
つ
い
て
は
、
厚
木
市
緑
の

基
本
計
画
で
市
内
６
カ
所
に

計
画
し
て
い
る
地
区
公
園
に

位
置
付
け
、
今
後
整
備
計
画

の
策
定
を
進
め
て
い
く
。

自
転
車
の
駐
車
対
策
と

安
全
利
用
の
促
進
は

あ
つ
ぎ
市
民
の
党
　
奈
良
　
握 

議
員

１
面
か
ら
続
く

議
員
提
出
議
案

　

可
決
し
た
議
員
提
出
議
案

は
、
国
会
や
関
係
行
政
庁
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
２
件
で
す
。

　
「
地
方
税
財
源
の
充
実
確

保
を
求
め
る
意
見
書
」
は
、

地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
な

ど
を
要
望
す
る
も
の
で
す
。

　
「
ホ
テ
ル
・
旅
館
等
建
築

物
の
耐
震
化
の
促
進
に
関
す

る
意
見
書
」
は
、
温
泉
所
在

都
市
に
対
す
る
ホ
テ
ル
・
旅

館
な
ど
の
建
築
物
の
耐
震
化

を
迅
速
か
つ
円
滑
に
推
進
す

る
た
め
、
必
要
な
財
政
支
援

措
置
の
充
実
を
図
る
こ
と
な

ど
を
要
望
す
る
も
の
で
す

（
意
見
書
は
４
・５
面
参
照
）。

　

問　

不
法
駐
輪
し
た
自
転

車
の
処
分
費
用
額
は
。

　

答
　
危
機
管
理
部
長　

放

置
自
転
車
対
策
事
業
経
費
の

決
算
額
な
ど
か
ら
算
出
す
る

と
、
１
台
当
た
り
３
７
０
０

円
掛
か
っ
て
い
る
。

　

問　

学
校
で
の
自
転
車
の

安
全
利
用
の
取
り
組
み
は
。

　

答
　
学
校
教
育
部
長　

交

通
安
全
子
供
自
転
車
全
国
大

会
で
清
水
小
学
校
が
８
位
に

入
賞
し
た
。
そ
の
結
果
を
市

内
の
小
中
学
校
に
広
め
て
、

自
転
車
運
転
の
マ
ナ
ー
、
技

術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
周

知
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

の
交
通
事
故
を
減
ら
す
こ
と

を
目
標
と
し
て
進
め
た
い
。

●
財
源
確
保

　
問　

法
人
市
民
税
法
人
税

割
を
納
付
し
て
い
る
法
人
の

割
合
は
。

　
答
　
財
務
部
長　

平
成
17

年
度
か
ら
19
年
度
に
は
46
％

を
超
え
て
い
た
が
、
直
近
３

年
間
で
は
概
ね
40
％
ぐ
ら
い

に
下
が
っ
て
い
る
。

●
就
学
援
助

　

問　

児
童
・
生
徒
の
貧
困

の
状
況
は
。

　

答
　
学
校
教
育
部
長　

平

成
24
年
度
の
就
学
援
助
の
受

給
対
象
者
は
、
３
４
５
０
人

で
、年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

問　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震

診
断
補
助
に
つ
い
て
、
調
査

研
究
の
状
況
は
。

　

答
　
許
認
可
担
当
部
長　

近
隣
市
町
村
の
状
況
な
ど
の

資
料
を
集
め
終
わ
っ
た
段
階

で
あ
る
。

　

問　

厚
木
市
で
は
、
簡
易

診
断
法
の
み
を
補
助
対
象
と

し
て
い
る
が
、
一
般
診
断
に

つ
い
て
も
補
助
対
象
に
で
き

な
い
か
。

　

答
　
許
認
可
担
当
部
長　

制
度
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、
補

助
し
て
い
く
こ
と
で
事
業
を

進
め
て
い
る
。

●
職
員
削
減

　

問　

職
員
数
の
推
移
は
。

　

答
　
総
務
部
長　

そ
れ
ぞ

れ
４
月
１
日
現
在
で
、
平
成

　

問　

国
民
健
康
保
険
の
広

域
化
を
進
め
よ
う
と
す
る

中
、
市
町
村
国
保
が
赤
字
財

政
に
ひ
ん
し
て
い
る
原
因
は
。

　

答
　
市
民
健
康
部
長　

医

療
機
関
に
多
く
か
か
る
年
齢

層
に
該
当
す
る
方
や
所
得
水

準
が
低
い
方
が
、
他
の
組
合

に
比
べ
て
多
い
た
め
で
あ
る
。

　

問　

赤
字
体
質
を
改
善
す

る
方
法
は
。

　

答
　
市
民
健
康
部
長　

市

町
村
国
保
だ
け
で
な
く
、
他

の
保
険
者
組
合
と
の
国
費
の

負
担
の
在
り
方
が
問
題
で
あ

る
。
国
の
負
担
を
増
や
し
て

も
ら
う
こ
と
が
第
一
と
考
え

て
い
る
。

●
生
活
保
護
基
準
改
定

　

問　

改
定
は
３
年
間
に
わ

　

問　

市
内
で
は
市
街
化
調

整
区
域
内
に
公
共
施
設
が
か

な
り
あ
る
。
あ
る
程
度
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
公
共
施
設
を

つ
く
る
こ
と
で
市
街
化
調
整

区
域
内
に
も
整
備
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　

答
　
政
策
部
長　

今
ま

で
、
公
共
施
設
を
ど
こ
に
位

置
す
れ
ば
適
切
か
検
討
し
た

中
で
配
置
を
し
て
き
た
。
今

後
の
公
共
施
設
の
再
配
置
に

当
た
り
、
新
た
に
配
置
す
る

場
合
に
は
、
地
区
の
方
の
利

用
の
部
分
も
踏
ま
え
て
考
え

て
い
き
た
い
。

●
幅
員
の
差
異
が
あ
る
道
路

　

問　

金
田
地
区
で
物
流
総

合
効
率
化
法
の
適
用
を
受
け

て
開
発
が
行
わ
れ
た
エ
リ
ア

に
は
、接
道
す
る
幅
員
９
メ
ー

ト
ル
の
道
路
と
そ
れ
に
接
続

19
年
度
は
１
７
４
７
人
、
24

年
度
は
１
６
０
０
人
で
あ
る
。

　

問　

療
養
休
暇
の
取
得
者

数
は
。

　

答
　
総
務
部
長　

平
成
19

年
度
は
23
人
、
24
年
度
が
31

人
と
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

問　

職
員
削
減
を
押
し
つ

け
る
国
の
流
れ
に
意
見
を
言

う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

答
　
総
務
部
長　

自
治
体

の
職
員
削
減
は
、
国
か
ら
押

し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
自
治
体
自
ら
が
行
動
し

て
決
定
し
て
い
き
た
い
。

た
っ
て
行
わ
れ
る
。
平
成
26

年
度
以
降
の
就
学
援
助
へ
の

影
響
は
。

　

答
　
学
校
教
育
部
長　

全

庁
的
な
課
題
で
あ
る
の
で
、

他
市
の
動
向
な
ど
も
見
な
が

ら
検
討
を
進
め
て
い
く
。

　

問　

生
活
扶
助
基
準
の
見

直
し
に
よ
る
他
制
度
へ
の
影

響
に
、
ど
う
対
応
す
る
か
。

　

答
　
宮
台
副
市
長　

い
か

な
る
形
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る

か
検
討
し
、
万
全
の
体
制
で

臨
ん
で
い
く
。

す
る
道
路
と
の
幅
員
に
差
異

が
生
じ
て
い
る
。
将
来
、
ど

の
よ
う
な
土
地
利
用
を
考
え

て
い
る
か
。

　

答
　
道
路
部
長　

南
側
の

地
区
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い

ろ
な
計
画
が
出
て
き
て
い

る
。
幅
員
構
成
が
現
況
で
は

若
干
違
う
が
、
将
来
的
に
は

歩
行
者
の
安
全
が
確
保
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
方

向
で
判
断
を
し
て
い
る
。

一般質問 要旨

市政に関する

一般質問 要旨一般質問 要旨

市政に関する

市
町
村
国
保
の
広
域
化
の

課
題
は
何
か

日
本
共
産
党
　
釘
丸
　
久
子 

議
員

耐
震
診
断
補
助
制
度
の

対
象
の
拡
大
を
図
る
考
え
は

日
本
共
産
党
　
栗
山
　
香
代
子 

議
員

新
病
院
建
設
で
の
地
中
障
害
物
に

対
す
る
県
と
の
話
し
合
い
は

あ
つ
ぎ
み
ら
い
　
松
田
　
則
康 

議
員

　本会議や委員会の詳しい内容は、
インターネットや市政情報コーナー
（本庁舎１階）などで会議録をご覧
ください。なお、会議録ができるま
での間は、インターネット議会中継
（録画放映）もご覧になれます。

会議録の閲覧を！

公
共
施
設
の
配
置
に
当
た
っ
て
の

ま
ち
づ
く
り
の
進
め
方
は

市
政
ク
ラ
ブ
　
井
上
　
敏
夫 

議
員

主な内容
◆一般質問� ２〜５面
◆広報広聴特別委員会� ３面
◆議会の在り方検討会� ３面
◆委員会の審査� ６・７面
◆本会議の審議結果� ８面

一般質問一般質問
主な質問
と答弁
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問　

国
は
、
平
成
25
年
度

生
活
困
窮
者
自
立
促
進
支
援

モ
デ
ル
事
業
予
算
で
、
補
助

金
約
30
億
円
を
盛
り
込
ん
だ

が
、
厚
木
市
は
見
送
っ
て
い

る
。
市
は
生
活
困
窮
者
が
自

立
で
き
る
よ
う
、
サ
ポ
ー
ト

す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
生

活
困
窮
者
へ
の
支
援
を
実
施

す
る
予
定
は
あ
る
か
。

　

答
　
福
祉
部
長　

国
の
生

活
保
護
自
立
支
援
法
が
廃
案

と
な
っ
た
が
、
今
後
、
国
会

に
再
度
提
出
さ
れ
る
内
容
に

よ
っ
て
判
断
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
市
と
し
て
は
、
今

年
度
か
ら
公
共
職
業
安
定
所

と
協
定
書
を
締
結
し
た
中

で
、
生
活
保
護
受
給
者
を
含

め
、
生
活
困
窮
者
ま
で
対
象

を
広
げ
た
早
期
就
労
支
援
な

ど
、自
立
を
促
進
し
て
い
る
。

　

問　

就
労
支
援
を
目
的
と

し
た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
べ
き
と
考
え

る
。
市
と
し
て
関
係
施
設
を

　

問　
５
歳
児
健
康
診
査
導

入
と
発
達
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
育
成
の
考
え
は
。

　

答
　
市
長　

市
民
に
よ
る

児
童
発
達
支
援
在
り
方
検
討

委
員
会
で
、
重
層
的
、
継
続

的
な
支
援
体
制
を
協
議
し
て

お
り
、
委
員
会
か
ら
の
提
言

を
踏
ま
え
、検
討
し
て
い
く
。

　

問　

発
達
障
が
い
に
対
す

る
新
た
な
支
援
の
考
え
は
。

　

答
　
福
祉
部
長　

児
童
福

祉
法
に
発
達
支
援
が
移
行
す

る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る

と
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

●
農
業
振
興（
荒
廃
地
化
対
策
）

　

問　

地
域
の
諸
団
体
の
方

に
草
刈
り
な
ど
、
簡
易
的
な

整
備
・
保
全
を
有
償
で
委
託

す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　

答
　
環
境
農
政
部
長　

受

委
託
を
実
施
し
て
い
る
厚
木

　
問　

市
民
の
安
心
安
全
を

確
保
す
る
た
め
、
本
人
通
知

制
度
導
入
に
向
け
た
考
え
は
。

　
答
　
市
長　

本
人
通
知
制

度
は
、
弁
護
士
な
ど
が
使
用

し
て
い
る
業
務
上
請
求
書
の

悪
用
な
ど
に
よ
る
不
正
取
得

の
防
止
策
と
認
識
し
て
い
る
。

不
正
取
得
の
防
止
策
を
実
効

あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に

は
、
要
綱
に
す
る
か
、
い
く

つ
か
の
課
題
を
含
め
、
必
要

な
こ
と
は
神
奈
川
県
市
長
会

な
ど
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
制
度
は
国
が
整

備
す
る
こ
と
が
よ
い
と
考
え

る
が
、
時
間
が
か
か
る
こ
と

も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
市
民

を
守
る
こ
と
を
中
心
に
考

え
、取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
問　

住
民
票
な
ど
が
探
偵

社
や
調
査
会
社
か
ら
の
依
頼

　
問　

災
害
時
の
危
機
管
理

体
制
の
取
り
組
み
と
市
民
へ

の
事
前
情
報
の
周
知
方
法
は
。

　
答
　
市
長　

災
害
対
策
本

部
配
備
計
画
に
基
づ
き
、
担

当
部
署
が
パ
ト
ロ
ー
ル
や
施

設
の
安
全
点
検
な
ど
、
市
民

の
安
全
を
守
る
体
制
を
と
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

周
知
方
法
に
つ
い
て
は
、

防
災
行
政
無
線
や
広
報
車
に

よ
る
周
知
の
ほ
か
、
防
災
・

危
機
管
理
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
の
Ｉ
Ｔ
機
能
を
活
用
し
、

迅
速
に
市
民
へ
情
報
伝
達
を

行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
防

災
行
政
無
線
を
補
完
す
る
テ

レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
な

ど
、
さ
ら
に
き
め
細
か
な
情

報
提
供
に
努
め
て
い
く
。

　

問　

建
設
工
事
が
進
む

中
、住
居
移
転
へ
の
支
援
は
。

　

答
　
市
長　

地
域
の
関
係

者
の
意
見
や
要
望
が
十
分
反

映
さ
れ
る
よ
う
、
事
業
者
に

要
請
す
る
と
と
も
に
、
権
利

者
の
生
活
再
建
を
早
期
に
図

る
た
め
協
議
を
進
め
て
い
る
。

　
問　

農
用
地
除
外
の
手
続

き
は
進
ん
で
い
る
か
。

　
答
　
環
境
農
政
部
長　

法

令
の
規
定
に
基
づ
き
、
手
続

き
を
進
め
て
お
り
、
神
奈
川

県
と
も
事
前
協
議
を
重
ね
て

い
る
。
厚
木
市
農
業
協
同
組

合
や
農
業
委
員
会
な
ど
の
関

係
機
関
へ
の
意
見
照
会
が
終

わ
り
、
公
告
縦
覧
な
ど
の
法

定
手
続
き
の
早
期
完
了
に
向

け
て
進
め
て
い
る
。

統
合
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
。

　
答
　
産
業
振
興
部
長　

施

設
運
用
は
、
相
当
の
経
費
が

掛
か
る
こ
と
か
ら
、
難
し
い

と
思
う
が
、
公
共
職
業
安
定

所
な
ど
の
関
係
機
関
が
近
い

場
所
に
あ
る
の
で
連
携
し
、

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
。

に
よ
り
、
偽
造
し
た
業
務
上

請
求
書
で
不
正
取
得
さ
れ
た

事
件
を
踏
ま
え
、
防
止
策
の

検
討
を
し
て
い
る
か
。

　
答
　
市
民
健
康
部
長　

神

奈
川
県
内
の
自
治
体
で
も
大

変
重
く
受
け
止
め
、
情
報
交

換
な
ど
を
し
て
研
究
を
進
め

て
い
る
。
現
在
、
請
求
者
の

本
人
確
認
、
請
求
要
件
の
確

認
を
厳
正
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て

運
用
し
て
い
る
。

　

厚
木
市
議
会
が
進
め
る

議
会
改
革
の
一
つ
と
し
て

取
り
組
む
議
会
報
告
会

が
、
こ
の
市
議
会
だ
よ
り

が
発
行
さ
れ
る
こ
ろ
に
４

回
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
前
回
の
報
告

会
の
反
省
を
基
に
毎
回
、

日
程
や
会
場
、
運
営
面
な

ど
で
工
夫
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
一
日
に
２
会

場
ず
つ
の
４
会
場
で
行
う

と
と
も
に
、
14
日
に
は
、

同
時
間
帯
開
催
を
す
る
と

い
う
初
の
試
み
も
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
関

係
す
る
議
員
が
担
当
で
き

る
よ
う
配
置
も
し
ま
し
た
。

　

第
４
回
議
会
報
告
会

は
、
平
成
24
年
度
決
算
の

審
査
概
要
の
報
告
と
参
加

さ
れ
た
皆
さ
ん
と
の
意
見

交
換
を
主
に
行
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
今
後
、
一

層
の
開
か
れ
た
議
会
の
推

進
を
目
指
し
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
多
く

の
方
々
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

�

（
松
前
進
）

広
報
広
聴

　
特
別
委
員
会
か
ら

市
農
業
協
同
組
合
、
営
農
団

体
に
意
見
を
伺
い
、
有
償
活

動
費
と
い
う
こ
と
を
踏
ま

え
、
関
係
部
署
と
協
議
を
進

め
て
い
き
た
い
。

　

問　

最
新
の
情
報
な
ど
を

電
子
メ
ー
ル
で
提
供
す
る
考

え
は
あ
る
か
。

　

答
　
市
長　

厚
木
市
農
業

協
同
組
合
や
農
業
者
の
方
の

意
見
を
伺
い
研
究
し
て
い
く
。

発
達
障
が
い
に
お
け
る
早
期

発
見
・
早
期
療
育
の
考
え
は

公
明
党
　
寺
岡
　
ま
ゆ
み 

議
員

議
会
運
営
の
在
り
方
な
ど

具
体
的
な
検
討
始
ま
る

―
―
議
会
の
在
り
方
検
討
会
を
設
置
―
―

　

川
口
仁
議
長
は
、
10
月

２
日
に
議
会
運
営
委
員
会

に
対
し
、
議
会
運
営
の
在

り
方
な
ど
、
下
記
の
６
項

目
を
諮
問
し
ま
し
た
。

　

諮
問
を
受
け
た
議
会
運

営
委
員
会
は
、
委
員
９
人

で
構
成
さ
れ
る
議
会
の
在

り
方
検
討
会（
石
井
恒
雄

会
長
）を
設
置
し
、具
体
的

な
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

会
議
は
、
原
則
公
開
と

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中

継
も
実
施
。日
程
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
子

ど
も
た
ち
へ
の
支
援

　
問　

社
会
的
居
場
所
づ
く

り
事
業
の
実
施
状
況
は
。

　
答
　
市
長　

将
来
、
社
会

的
、
経
済
的
自
立
が
可
能
と

な
る
よ
う
、
受
給
世
帯
の
中

学
生
を
対
象
に
社
会
的
な
居

場
所
づ
く
り
支
援
事
業
と
し

て
、
に
じ
い
ろ
教
室
を
実
施

し
て
い
る
。
今
後
に
お
い
て

も
、
世
帯
の
実
態
を
把
握
し

な
が
ら
自
立
助
長
に
向
け
て

継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

●
風
水
害
の
対
応

　
問　

地
域
防
災
計
画
で
気

象
情
報
な
ど
は
、
本
庁
舎
、

北
消
防
署
、
玉
川
分
署
の
３

カ
所
で
収
集
し
て
い
る
が
、

地
域
に
よ
っ
て
雨
量
な
ど
の

違
い
が
あ
る
た
め
、
増
設
す

る
考
え
は
あ
る
か
。

　
答
　
危
機
管
理
部
長　

現

在
、
気
象
観
測
情
報
に
つ
い

て
、
局
地
的
な
大
雨
や
雷
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
根
本
的

な
見
直
し
を
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
中
で
検
討
す
る
。

生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
を

ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
の
か

子
育
て
応
援
　
泉
　
修 

議
員

災
害
時
の
危
機
管
理
体
制
と

事
前
情
報
の
周
知
の
考
え
は

民
主
ク
ラ
ブ
　
古
川
　
環 

議
員

新
東
名
高
速
道
路
周
辺
の

建
設
状
況
は

市
政
ク
ラ
ブ
　
石
井
　
恒
雄 

議
員

住
民
票
な
ど
の

不
正
取
得
対
策
の
考
え
は

改
革
あ
つ
ぎ
　
松
前
　
進 

議
員

７月12日に市と「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定」を
締結した公共職業安定所

【
諮
問
事
項
】

○
通
年
議
会
の
実
施
に
つ

い
て

○
市
議
会
議
員
選
挙
の
時

期
に
つ
い
て
（
市
長
選
挙

と
同
時
執
行
で
き
な
い
か
）

○
議
会
基
本
条
例
の
策
定

に
つ
い
て
（
必
要
性
並
び

に
そ
の
内
容
）

○
子
ど
も
議
会
の
実
施
に

つ
い
て
（
市
制
60
周
年
記

念
事
業
と
し
て
開
催
で
き

な
い
か
）

○
議
会
の
評
価
に
つ
い
て

○
（
仮
称
）
議
会
災
害
時

条
例
の
策
定
に
つ
い
て



平成25年11月15日第219号 （４）（５） あつぎ市議会だより
　

問　

県
央
の
雄
都
を
目
指

し
て
着
実
に
成
果
を
上
げ
て

い
る
か
。
今
、
厚
木
市
が
目

指
す
も
の
は
何
か
。
ま
た
、

目
標
は
何
か
。

　

答　

市
長　

厚
木
市
は
、

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
交

通
の
要
衝
に
位
置
す
る
と
い

う
地
理
的
な
条
件
を
備
え
、

首
都
圏
に
お
け
る
流
通
・
業

務
機
能
の
一
端
を
担
う
都
市

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
発
展
し

て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
持
続
可

能
な
発
展
を
続
け
る
都
市
を

目
指
し
、
厚
木
の
元
気
を
さ

ら
に
推
進
す
る
た
め
、
都
市

基
盤
の
整
備
を
初
め
と
す
る

本
市
の
優
位
性
を
十
分
に
生

か
し
た
取
り
組
み
を
進
め
る

　

問　

被
災
を
最
小
限
に
防

ぐ
た
め
の
危
機
管
理
能
力
向

上
の
取
り
組
み
は
。

　

答　

市
長　

災
害
は
必
ず

起
こ
る
も
の
と
認
識
し
、自
助

の
意
識
向
上
お
よ
び
共
助
の

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
基
本
的
な
知

識
を
身
に
付
け
た
防
災
リ
ー

ダ
ー
の
育
成
に
努
め
、
市
内

全
域
ま
で
浸
透
し
た
防
災
意

識
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

　

問　

内
水
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
作
成
の
計
画
は
あ
る
か
。

　

答　

危
機
管
理
部
長　

現

在
は
考
え
て
い
な
い
が
、
今

後
研
究
し
て
い
く
。

●
庁
内
危
機
管
理

　

問　

一
連
事
件
に
対
す
る

再
発
防
止
の
考
え
は
。

　

答　

市
長　

発
生
原
因
を

職
員
全
体
で
共
有
し
、
再
発

防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、

厚
木
市
職
員
と
し
て
誇
り
が

持
て
る
職
場
づ
く
り
が
重
要

と
考
え
て
い
る
。

●
道
路
維
持
管
理

　

問　

平
時
の
道
路
に
お
け

る
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
の

考
え
方
は
。

　

答　

市
長　

危
険
予
知
の

観
点
か
ら
早
期
発
見
と
即
時

修
繕
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
適
切

な
維
持
管
理
に
努
め
て
い
る
。

　

問　

本
厚
木
駅
南
口
広
場

の
機
能
向
上
と
拡
充
整
備
の

進
め
方
は
。

　

答　

市
街
地
整
備
部
長　

安
全
で
快
適
な
歩
行
者
空
間

の
確
保
や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー

お
よ
び
一
般
車
両
の
錯さ
く

綜そ
う

の

解
消
を
目
指
す
。
交
通
管
理

者
で
あ
る
警
察
と
の
協
議
と

並
行
し
、
策
定
済
み
の
本
厚

木
駅
周
辺
の
交
通
計
画
の

下
、
各
関
係
機
関
と
協
議
し

な
が
ら
拡
充
を
進
め
て
い
く
。

●（
仮
称
）厚
木
市
森
の
里
東

土
地
区
画
整
理
事
業

　

問　

事
業
の
内
容
は
。

　

答　

土
地
利
用
推
進
担
当

部
長　

施
行
面
積
は
約
68
ヘ

ク
タ
ー
ル
、
用
途
地
域
は
準

工
業
地
域
ま
た
は
工
業
地
域

　

問　

座
間
荻
野
線
二
期
工

事
完
了
に
伴
う
生
活
道
路
へ

の
流
入
車
両
増
加
の
対
策
は
。

　

答　

道
路
部
長　

交
通
規

制
な
ど
を
含
め
、
地
域
と
相

談
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。

拡
幅
要
望
の
あ
る
生
活
道
路

の
整
備
は
順
次
実
施
す
る
。

　

問　

農
家
の
後
継
者
不
足

や
保
全
管
理
で
き
な
い
農
地

が
増
加
し
て
い
る
危
機
的
状

況
を
鑑
み
、
５
年
後
、
10
年

後
に
向
け
、
具
体
的
な
厚
木

市
独
自
の
農
業
振
興
計
画
を

策
定
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　

答　

環
境
農
政
部
長　

消

費
者
か
ら
話
を
聞
く
と
と
も

に
、厚
木
市
農
業
協
同
組
合
、

関
係
機
関
、
地
元
の
農
業
者

の
皆
さ
ま
と
策
定
に
向
け
準

備
を
進
め
て
い
る
。

●
街
路
樹
の
現
状
と
対
応
策

　

問　

街
路
樹
の
現
状
は
。

　

答　

道
路
部
長　

平
成
24

年
度
現
在
、
市
内
に
高
木
は

約
１
万
２
千
本
、
中
木
は
約

６
４
０
０
本
、
低
木
の
寄
せ

植
え
は
約
６
万
１
７
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
あ
る
。

　

問　

街
路
樹
の
根
上
が
り

や
落
ち
葉
処
理
の
対
応
と
し

て
、
地
域
の
方
と
い
っ
し
ょ

に
街
路
樹
の
整
備
管
理
年
次

計
画
書
の
よ
う
な
も
の
を
作

り
、
経
費
削
減
、
み
ん
な
の

安
心
に
つ
な
げ
る
考
え
は
。

　

答　

道
路
部
長　

地
域
特

性
に
合
っ
た
地
域
の
方
の
感

覚
や
感
性
と
、
道
路
管
理
者

の
維
持
管
理
方
法
を
持
ち
合

わ
せ
た
維
持
管
理
計
画
を
で

き
る
だ
け
早
く
作
り
た
い
。

　

問　

道
路
整
備
や
維
持
補

修
の
要
望
件
数
が
増
加
し
て

い
る
が
、
土
木
職
の
職
員
数

は
減
少
し
、
職
務
に
目
い
っ

ぱ
い
感
が
あ
る
。来
年
度
、土

木
職
の
職
員
採
用
が
若
干
名

あ
る
が
、
技
術
系
の
職
務
を

事
務
職
の
配
置
に
よ
り
カ

バ
ー
で
き
な
い
か
。

　

答　

総
務
部
長　

適
材
適

所
の
配
置
を
考
え
て
い
る
。

経
験
で
こ
な
せ
る
職
務
に
は
、

事
務
職
を
配
置
し
、
土
木
職

の
負
担
を
軽
減
し
た
い
。

●
期
日
前
投
票
所

　

問　

大
型
店
舗
や
駅
前
な

ど
に
期
日
前
投
票
所
を
設
置

す
る
研
究
、
検
討
は
。

　

答　

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長　

駅
周
辺
や
商
業
施

設
に
設
置
で
き
な
い
か
検
討

し
て
い
る
が
、場
所
が
な
い
。

７
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
時

も
、
本
厚
木
駅
が
改
装
中
で

断
念
し
た
。
次
回
の
選
挙
に

向
け
て
協
議
は
進
め
る
。

●
自
主
防
災
倉
庫
貸
与
基
準

　

問　

加
入
世
帯
数
の
多
い

自
治
会
に
配
慮
し
、
世
帯
数

を
加
味
し
た
自
主
防
災
倉
庫

貸
与
基
準
の
見
直
し
は
。

　

答　

危
機
管
理
部
長　

自

主
防
災
隊
連
絡
協
議
会
と
十

分
協
議
し
、見
直
し
て
い
く
。

　

問　

地
域
に
よ
っ
て
公
園

の
ト
イ
レ
設
置
に
差
が
あ
る

が
、
平
等
に
整
備
す
る
考
え

は
。

　

答　

市
長　

子
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
が
快
適
に
利

用
で
き
る
よ
う
、
安
心
安
全

に
配
慮
し
た
維
持
管
理
を
行

う
と
と
も
に
、
地
域
の
ニ
ー

ズ
や
立
地
環
境
に
適
合
し
た

施
設
整
備
を
実
施
す
る
。

●
消
防
活
動

　

問　

全
国
の
消
防
団
員
は

減
少
し
続
け
て
い
る
。
本
市

消
防
団
の
現
状
と
、
行
政
・

自
主
防
災
隊
と
の
連
携
は
。

　
答　
市
長　
消
防
団
員
は
、

現
在
５
６
２
人
で
あ
り
、
大

規
模
災
害
の
発
生
が
危
惧
さ

れ
る
中
、
消
防
署
や
自
主
防

災
隊
と
の
実
践
訓
練
を
通
し

て
、
消
防
・
防
災
体
制
の
さ

ら
な
る
強
化
を
図
る
。

　

問　

子
ど
も
へ
の
防
災
教

育
は
。

　

答　

市
長　

大
切
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。
今
後
も

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
さ

ら
な
る
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

　

答　

消
防
長　

防
火
教
室

の
開
催
、
神
奈
川
県
消
防
学

校
が
実
施
す
る
少
年
少
女
消

防
教
育
へ
の
参
加
や
、
小
中

学
校
と
の
合
同
訓
練
を
計
画

し
て
い
る
。

　

問　

教
育
委
員
会
定
例
会

で
は
、
日
光
修
学
旅
行
に
不

参
加
の
児
童
へ
の
い
じ
め
は

な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
そ
う
な
る
と
、
今
後
の

い
じ
め
対
応
策
は
立
て
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

答　

教
育
長　

い
じ
め
は

な
か
っ
た
と
教
育
委
員
が
発

言
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
ば
、議
事
録
を
精
査
し
、

当
時
の
記
録
も
分
析
し
な
が

ら
、
教
育
委
員
で
再
度
い
じ

め
根
絶
の
視
点
か
ら
話
し
合

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
修
学
旅
行
先
の
放
射
線
量

　

問　

修
学
旅
行
の
見
学
地

で
、
駐
車
場
の
歩
道
の
放
射

線
量
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、

高
放
射
線
量
で
あ
っ
た
。
行

き
先
の
変
更
は
。

　

答　

学
校
教
育
部
長　

放

射
線
量
の
低
い
と
こ
ろ
を
誘

導
す
る
対
策
を
立
て
て
い
る
。

　

問　

婚
姻
届
や
出
生
届
の

際
に
、
写
真
や
手
紙
が
入
る

形
状
の
フ
ァ
イ
ル
に
届
出
書

の
控
え
を
入
れ
、
記
念
品
と

し
て
贈
呈
す
る
こ
と
を
提
案

す
る
。
検
討
は
で
き
る
か
。

　

答　

市
民
健
康
部
長　

提

案
の
物
も
含
め
、
お
も
て
な

し
、
思
い
出
に
残
る
と
い
う

視
点
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

●（
仮
称
）健
康
こ
ど
も
の
森

　

問　

工
事
へ
の
配
慮
と
開

園
後
の
維
持
管
理
に
参
加
す

る
仕
組
み
づ
く
り
を
目
的
に
、

行
政
、
専
門
家
、
市
民
団
体

お
よ
び
工
事
関
係
者
に
よ
る

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
行

政
主
導
で
新
設
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
。考
え
は
あ
る
か
。

　

答　

河
川
み
ど
り
部
長　

今
後
、
組
織
の
立
ち
上
げ
を

検
討
し
た
い
。
希
少
動
植
物

に
配
慮
し
た
工
事
方
法
な
ど

を
議
論
す
る
場
と
し
て
、
定

期
的
な
開
催
が
望
ま
し
い
。

●
子
ど
も
た
ち
の
国
際
交
流

　

問　

昨
年
12
月
定
例
会
で

の
質
問
以
降
の
検
討
は
。

　

答　

市
長　

来
年
１
月
に

友
好
都
市
で
あ
る
韓
国
軍
浦

市
の
中
高
生
に
よ
る
本
市
へ

の
訪
問
団
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
で
活
発
で
有
意

義
な
国
際
交
流
を
図
り
た
い
。

　

問　

健
康
づ
く
り
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
市
民
に
ポ
イ
ン

ト
を
還
元
す
る
健
康
マ
イ

レ
ー
ジ
制
度
は
、
健
康
診
断

の
受
診
率
を
上
げ
、
医
療
費

や
介
護
費
の
抑
制
に
つ
な
が

る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。

導
入
し
て
は
ど
う
か
。

　

答　

市
長　

先
進
自
治
体

れ
る
メ
リ
ッ
ト
、
こ
の
様
式

が
求
め
て
い
る
も
の
を
十
分

説
明
で
き
る
体
制
で
臨
む
。

●
困
難
を
抱
え
る
若
者
支
援

　

問　

困
難
を
抱
え
る
若
者

の
中
間
的
就
労
の
場
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。

　

答　

産
業
振
興
部
長　

モ

デ
ル
事
業
を
研
究
し
、
福
祉

部
、
こ
ど
も
未
来
部
な
ど
と

連
携
し
て
、
ど
の
よ
う
な
就

労
の
形
が
適
当
か
研
究
す
る
。

を
参
考
に
研
究
を
進
め
、
市

民
自
ら
が
主
体
的
に
健
康
に

取
り
組
め
る
よ
う
努
め
る
。

●
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

　

問　

現
状
と
今
後
の
取
り

組
み
は
。

　

答　

市
長　

平
成
19
年
度

か
ら
市
内
企
業
、
自
治
会
お

よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な

ど
、
ま
た
昨
年
度
か
ら
は
窓

口
業
務
を
担
当
す
る
職
員
に

対
し
て
養
成
講
座
を
開
催
し

て
い
る
。
今
後
も
講
座
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
積
極
的
な
周

知
を
行
い
、
１
人
で
も
多
く

養
成
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

●
東
日
本
大
震
災
の
教
訓

　

問　

東
日
本
大
震
災
の
教

訓
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
の

取
り
組
み
は
。

　

答　

市
長　

個
人
や
地
域

が
自
ら
を
守
り
助
け
合
う
自

助
、
共
助
の
重
要
性
を
教
訓

と
し
、
市
民
を
対
象
と
し
た

研
修
会
や
講
習
会
を
継
続
し

て
開
催
し
て
い
く
。

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
制
度
を

導
入
す
る
考
え
は

公
明
党
　
遠
藤
　
浩
一 

議
員

県
央
の
雄
都
と
し
て

厚
木
市
が
目
指
す
も
の
は

改
革
あ
つ
ぎ
　
太
田
　
洋 

議
員

な
ど
、
成
果
は
着
実
に
上

が
っ
て
い
る
も
の
と
確
信
を

し
て
い
る
。

　

今
後
に
お
い
て
も
、
あ
つ

ぎ
元
気
プ
ラ
ン
の
将
来
都
市

像
「
元
気
あ
ふ
れ
る
創
造
性

豊
か
な
協
働
・
交
流
都
市　

あ
つ
ぎ
」
の
実
現
に
向
け
、

超
高
齢
化
・
人
口
減
少
社
会

を
見
据
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
施

策
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、

公
共
交
通
の
利
便
性
を
一
層

高
め
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
な
ど
県
央
の
雄
都
を
目

指
し
て
ま
い
進
す
る
。

で
、
施
行
期
間
は
平
成
26
年

度
か
ら
35
年
度
ま
で
を
予
定

し
て
い
る
。

●
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
利
用

　

問　

現
状
の
認
識
と
今
後

の
方
向
性
は
。

　

答　

市
長　

行
政
保
有
の

デ
ー
タ
を
企
業
や
市
民
が
活

用
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
価

値
の
創
造
や
協
働
の
取
り
組

み
が
推
進
さ
れ
る
も
の
と
期

待
す
る
。
国
や
先
進
自
治
体

の
取
り
組
み
を
参
考
に
し
な

が
ら
、積
極
的
に
推
進
す
る
。

　

問　

通
学
路
に
お
け
る
大

型
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
対
策
は
。

　

答　

学
校
教
育
部
長　

三

田
小
学
校
入
口
交
差
点
か
ら

睦
合
北
公
民
館
南
側
交
差
点

ま
で
、
通
学
時
間
帯
に
お
け

る
進
入
規
制
や
路
面
標
示
な

ど
の
要
望
が
あ
り
、
通
学
路

の
安
全
対
策
協
議
会
で
協
議

し
て
い
る
。

●
地
域
文
化
財
の
保
存

　

問　

子
合
地
蔵
尊
な
ど
の

地
域
文
化
財
も
観
光
や
経
済

活
性
化
の
役
割
を
果
た
す
が
、

保
存
の
考
え
は
。

　

答　

社
会
教
育
部
長　

市

内
の
文
化
財
を
調
査
研
究
し
、

保
存
、伝
承
に
努
め
て
い
く
。

●
都
市
公
園
の
整
備

　

問　

厚
木
市
緑
の
基
本
計

画
の
目
標
達
成
に
向
け
た
取

り
組
み
は
。

　

答　

河
川
み
ど
り
部
長　

５
年
間
で
44
カ
所
の
整
備
は

困
難
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
パ
ー
ク
も
含
め
、
積
極

的
に
整
備
を
進
め
る
。

　

問　

子
ど
も
・
子
育
て
新

制
度
に
向
け
た
進
捗
状
況
お

よ
び
周
知
は
。

　

答　

市
長　

子
ど
も
育
成

推
進
委
員
会
の
開
催
や
ニ
ー

ズ
調
査
の
検
討
を
進
め
る
な

ど
、
円
滑
な
導
入
に
向
け
、

所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　

答　

こ
ど
も
未
来
部
長　

周
知
先
は
、
基
本
的
に
は
保

護
者
と
施
設
管
理
者
が
中
心

に
な
る
。
保
護
者
に
は
、
新

制
度
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た

段
階
で
丁
寧
に
説
明
す
る
。

●
障
が
い
者
福
祉

　

問　

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

画
の
作
成
に
つ
い
て
、
当
事

者
へ
の
周
知
お
よ
び
支
援
は
。

　

答　

福
祉
部
長　

人
と
人

と
の
接
触
の
中
で
、
サ
ー
ビ

ス
等
利
用
計
画
を
作
成
す
る

必
要
性
、
作
成
に
よ
り
得
ら

●
火
災
現
場
で
の
交
通
整
理

　

問　

火
災
現
場
で
は
、
消

防
職
員
や
消
防
団
員
が
交
通

整
理
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

研
修
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

答　

市
長　

消
防
職
員
や

消
防
団
員
の
研
修
な
ど
の
機

会
を
通
し
て
火
災
現
場
で
の

基
本
的
交
通
誘
導
に
つ
い
て

周
知
し
、
さ
ら
な
る
安
全
管

理
の
徹
底
に
努
め
る
。

子育てや安産の地蔵として親しまれている子合地蔵尊（下荻野）

　

市
民
生
活
に
重
要
な
こ
と
で

も
、
そ
れ
が
国
や
県
の
仕
事
で

あ
る
場
合
な
ど
、
市
の
力
で
解

決
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
市
議
会

で
は
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に

基
づ
き
、
意
見
書
を
国
会
ま
た

は
関
係
行
政
庁
に
提
出
し
、
議

会
と
し
て
の
意
思
を
表
明
し
ま

す
。

　

９
月
定
例
会
で
可
決
し
た
意

見
書
は
次
の
２
件
で
す
。

可 決 し た

意見書　地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
　こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
　よって、国においては、次の事項について実現されるよう強く要望する。
　１　地方税源の充実確保等について
　（１）�地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「５：５」とすること。
　　　　�その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
　（２）�個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導

入しないこと。
　（３）固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
　　　　�特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
　（４）法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。
　（５）�自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持する

こと。
　（６）�ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。
　（７）�地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方

税財源を確保する仕組みを構築すること。
　２　地方交付税の不交付団体における財政の充実強化について
　（１）�国の政策により実施する事業について、地方交付税で措置する場合には、不交付団体に対しても必要な財源を措置する

こと。
　（２）交付団体と不交付団体によって、国庫補助金・交付金の補助率等に較差を設けないこと。
　（３）不交付団体における臨時財政対策債の借入が廃止されたので、一般財源確保のため新たに特例債を設けること。
　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
� 平成25年10月７日

提出先＝衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

地方税財源の充実確保を求める意見書ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書
　南海トラフ巨大地震や首都直下地震は、死傷者や建物被害がこれまでの想定や東日本大震災を大きく上回る非
常に厳しいものとなっている。一方、住民の避難意識啓発や建物の耐震性の強化等の防災対策による被害軽減も推
計されており、地方自治体は、可能な限り被害を最小限に抑止する、防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。
　そのような中、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、第
183回国会において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、昭和56年度以前
に建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用するホテル・旅館等の床面積５千平方メートル以上の大規模
な建築物については、平成27年末を期限とし耐震診断の実施状況及びその結果を所管行政庁に報告することが義
務付けられた。また同様に、地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道において通行の障害となるお
それのある建築物などについても、地方公共団体が指定する期限までに所管行政庁に報告することが義務付けら
れた。
　我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、温泉地の観光産業の中核を担っているホテル・旅館等の経営環
境は、なお厳しい状況が続いており、建築物の耐震化には多額の費用を要するため、重点的な支援が必要である。
　地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等の被害から住民等の生命、身体、財産を守るため、耐震診
断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可
欠である。
　また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建築物の所有者はもとより、広く国民に対して当
改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。
　よって、国は、温泉所在都市に対するホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、必要
な財政支援措置の充実を図るとともに、当該法の施行に当っては、地方公共団体や当該建築物の所有者の実情等
を十分踏まえ、必要な財政支援措置が確立されるまでは施行期限延長及び耐震診断結果の公表を猶予するなど、
特段の配慮がなされるよう強く要望する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
� 平成25年10月７日

提出先＝衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、観光庁長官

被
災
を
最
小
限
に
防
ぐ
た
め
の

危
機
管
理
能
力
向
上
の
取
り
組
み
は

あ
つ
ぎ
み
ら
い
　
渡
辺
　
貞
雄 

議
員

い
じ
め
の
有
無
と

今
後
の
対
応
策
は

民
主
ク
ラ
ブ
　
名
切
　
文
梨 

議
員

市
内
公
園
の
施
設
整
備
に

対
す
る
考
え
は

あ
つ
ぎ
み
ら
い
　
瀧
口
　
慎
太
郎 

議
員

座
間
荻
野
線
の
二
期
工
事
完
了
に

伴
う
周
辺
生
活
道
路
の
対
策
は

あ
つ
ぎ
み
ら
い
　
難
波
　
達
哉 

議
員

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
に

向
け
た
取
り
組
み
は

神
奈
川
ネ
ッ
ト
　
内
川
　
由
喜
子 

議
員

婚
姻
届
や
出
生
届
の
際
の

記
念
品
贈
呈
の
検
討
は

改
革
あ
つ
ぎ
　
髙
田
　
浩 

議
員

厚
木
市
独
自
の
農
業
振
興

計
画
を
策
定
す
る
考
え
は

改
革
あ
つ
ぎ
　
石
井
　
芳
隆 

議
員

人
事
行
政
に
お
け
る

職
員
配
置
の
現
状
と
課
題
は

改
革
あ
つ
ぎ
　
松
本
　
樹
影 

議
員

本
厚
木
駅
南
口
広
場
の
機
能
向
上
と

拡
充
整
備
の
進
め
方
は

新
政
会
　
井
上
　
武 

議
員
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臨
時
交
付
金
は
、
平
成
25
年

度
の
事
業
に
充
て
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
自
治
体
は

あ
る
程
度
当
初
予
算
で
事
業

を
組
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の

交
付
金
に
つ
い
て
は
、
26
年

度
も
基
金
に
積
む
こ
と
が
で

き
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

貴
重
な
財
源
と
し
て
い
た
だ

い
た
も
の
を
、
26
年
度
の
事

業
に
持
続
的
に
使
う
こ
と
も

必
要
か
と
考
え
る
。
今
回
、

い
っ
た
ん
積
み
立
て
を
す
る

形
だ
が
、
こ
れ
を
長
期
的
に

積
み
立
て
た
ま
ま
に
す
る
も

の
で
は
な
い
。

市
民
福
祉

○
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例
に
つ
い
て
【
所
管
条
例
】

　

問　

国
民
健
康
保
険
料
に

つ
い
て
、平
成
24
年
度
に
お
け

る
延
滞
金
の
件
数
、金
額
は
。

　

答　

１
２
９
件
、
１
５
９

万
８
４
１
９
円
で
あ
る
。

　

問　

改
正
に
よ
る
影
響
額

は
。

　

答　

平
成
26
年
１
月
１
日

の
施
行
日
よ
り
前
の
も
の

は
、
現
在
の
方
法
で
計
算
し

た
も
の
が
加
算
さ
れ
る
が
、

施
行
日
以
降
の
分
に
つ
い
て

は
、
利
率
が
約
３
分
の
２
程

度
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
延
滞
金
は
約
３
分
の
１

減
収
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

○
平
成
25
年
度
厚
木
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

所
管
科
目

　

問　

福
祉
総
合
情
報
シ
ス

テ
ム
管
理
事
業
費
に
つ
い

て
、
こ
と
し
の
８
月
に
生
活

保
護
の
基
準
が
変
わ
っ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
補
正
の
議
案

を
提
出
し
た
理
由
は
。

　

答　

改
正
内
容
の
詳
細
の

確
定
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
な

ど
の
ほ
か
、
平
成
25
年
度
の

当
初
予
算
と
し
て
、
障
害
者

総
合
支
援
法
へ
の
対
応
な
ど

で
１
千
万
円
を
計
上
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
現
計
予
算
で

改
修
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ

の
度
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

支
援
対
策
等
事
業
費
補
助
金

の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
た
め
提
出
し
た
。

○
平
成
25
年
度
厚
木
市
病
院

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

　

問　

こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る

工
事
に
つ
い
て
、
県
と
協
議

し
て
い
く
考
え
は
。

　

答　

第
Ⅱ
期
工
事
は
、
既

存
建
物
の
南
病
棟
、
Ｒ
Ⅰ
棟

を
解
体
し
て
、
そ
の
場
所
に

建
設
す
る
。
県
か
ら
譲
渡
さ

れ
た
際
に
既
存
建
物
図
面
の

引
き
継
ぎ
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
あ
る
程
度
、
杭
の

状
況
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、そ
の
際
に
は
、

事
前
調
整
を
し
て
い
き
た
い
。

環
境
教
育

○
平
成
25
年
度
厚
木
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

所
管
科
目

　

問　

獣
害
防
護
柵
維
持
管

理
事
業
費
増
の
内
容
は
。

　

答　

山
の
沢
の
部
分
に

残
っ
て
い
る
防
護
柵
の
開
口

部
対
策
と
し
て
、
約
10
カ
所

に
設
置
を
予
定
し
て
い
る
。

沢
の
両
端
に
ワ
イ
ヤ
を
通

し
、
そ
こ
に
通
電
す
る
鎖
を

垂
ら
す
形
で
あ
り
、
増
水
が

あ
っ
た
場
合
な
ど
は
通
電
が

遮
断
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に

な
っ
て
い
る
。

　

問　

年
度
当
初
に
計
画
で

き
な
か
っ
た
の
か
。

　

答　

通
常
、
沢
の
部
分
は

水
が
流
れ
て
い
な
い
た
め
、

森
林
所
有
者
は
そ
の
部
分
か

ら
山
に
入
っ
て
い
る
。
そ
こ

を
閉
じ
る
こ
と
へ
の
同
意

や
、
砂
防
指
定
地
に
対
す
る

県
へ
の
許
可
行
為
に
つ
い
て

調
整
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、

今
回
補
正
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

問　

公
園
緑
地
整
備
事
業

費
増
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
パ
ー
ク
の
整
備
と
い
う

こ
と
だ
が
、こ
こ
は
借
地
か
。

　

答　

全
て
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
パ
ー
ク
は
、
使
用
貸
借

に
よ
り
無
償
で
借
り
て
お

り
、
今
回
整
備
す
る
中
依
知

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
パ
ー
ク
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

都
市
経
済

○
厚
木
市
市
営
住
宅
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

問　

市
営
住
宅
５
カ
所
の

用
途
を
廃
止
す
る
と
い
う

が
、
そ
の
目
的
と
計
画
は
。

　

答　
５
カ
所
の
う
ち
、
築

年
数
が
一
番
短
い
市
営
住
宅

で
も
、46
年
を
経
過
し
て
い
る

こ
と
か
ら
住
宅
を
解
体
撤
去

し
、
行
政
財
産
か
ら
普
通
財

産
に
変
更
し
、
12
月
ま
で
に

財
務
部
に
引
き
継
ぎ
、
そ
の

後
、売
却
す
る
予
定
で
あ
る
。

○
平
成
25
年
度
厚
木
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

所
管
科
目

　

問　

か
ん
が
い
排
水
路
改

修
事
業
費
増
に
つ
い
て
は
、

要
望
に
対
し
計
画
的
に
整
備

し
て
い
る
か
。

　

答　

48
件
の
要
望
が
あ
る

が
、
今
回
は
来
年
の
取
水
に

間
に
合
う
よ
う
、
２
カ
所
の

堰
の
改
修
を
行
う
。
な
お
、

簡
易
的
な
堰
に
つ
い
て
は
、

事
後
的
に
悪
い
と
こ
ろ
を
直

す
手
法
を
と
り
、
費
用
の
掛

か
る
大
き
な
堰
に
つ
い
て

は
、
点
検
を
含
め
計
画
的
な

維
持
管
理
に
努
め
て
い
る
。

　

問　

道
路
施
設
維
持
管
理

事
業
費
増
に
つ
い
て
、
市
道

厚
木
地
下
道
中
町
線
の
改
修

に
当
た
り
、
今
後
の
取
り
組

み
と
考
え
方
は
。

　

答　
（
仮
称
）あ
つ
ぎ
元
気

館
と
地
下
道
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

が
閉
ま
っ
て
い
る
接
続
部
分

に
お
け
る
施
設
改
修
で
あ

る
。
ま
た
、
平
成
26
年
３
月

に（
仮
称
）あ
つ
ぎ
元
気
館
が

オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
も
踏
ま

え
、
地
下
道
全
体
を
再
点
検

し
、
利
用
者
が
気
持
ち
よ
く

通
行
で
き
る
よ
う
に
努
め
、

地
下
道
の
に
ぎ
わ
い
を
さ
ら

に
取
り
戻
し
て
い
き
た
い
。

総
務
企
画

○
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例
に
つ
い
て
【
所
管
条
例
】

　

問　

法
律
上
、
延
滞
金
の

割
合
は
必
ず
変
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か
。

　

答　

地
方
税
に
つ
い
て
は
、

延
滞
金
の
割
合
が
地
方
税
法

で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
諸

収
入
金
に
つ
い
て
は
、
地
方

自
治
法
第
２
３
１
条
の
３
の

規
定
に
よ
り
、
条
例
で
定
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
公

の
債
権
と
し
て
は
税
と
同
じ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に

延
滞
金
の
割
合
も
変
え
る
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

○
平
成
25
年
度
厚
木
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

所
管
科
目

　

問　

財
政
調
整
基
金
積
立

金
増
に
つ
い
て
、
国
は
厳
し

い
財
源
の
中
か
ら
地
方
に
振

り
分
け
て
い
る
。
地
域
の
元

気
臨
時
交
付
金
で
緊
急
的
に

使
い
た
い
と
い
う
地
方
の
事

業
に
充
て
る
の
は
良
い
が
、

国
庫
か
ら
支
出
さ
れ
る
も
の

を
自
治
体
の
財
政
調
整
基
金

に
積
み
立
て
る
と
い
う
の
は

ど
う
か
。

　

答　

今
回
の
地
域
の
元
気

委員会の

審 査
条例・補正予算など
―主な質疑と答弁、意見―

　条例の制定・改正や補正予算の議案
について、常任委員会での主な質疑と
答弁、委員の意見を紹介します。

　各委員会では、所管する事項につ
いて情報収集し、専門的知識を深め、
優れた施策を市政や市議会運営に反
映させるため、先進都市を訪問し調
査を行っています。
　このほど実施した議会運営委員会
の行政視察は次のとおりです。

◆議会運営委員会
　10月22・23日、議会改革の取り組
みについて（北海道旭川市）

委員会の所管事項調査

　９月定例会終了後、厚木市立病院特別委員会が開かれ、
執行機関から、厚木市立病院建設工事の進捗状況などにつ
いて説明がありました。説明後の委員の主な質疑と執行機
関の答弁を紹介します。
問�　地元説明会を９月に２回実施しているが、工事内容
を説明しているのか。

答�　９月20・22日の２日間に分け説明会を開催し、近隣
住民へ工事の詳細内容を説明している。

問�　これから日が短くなる中での工事となる。そのよう
な中、４万2400㎥の土を搬出するということだが、ダ
ンプカーの出入りや騒音などをどのように解決してい
く考えでいるのか。

答�　ダンプカーなどでの搬出の際、場内では徐行を徹底
する。また、工事現場から出ていく際には、場内でタ
イヤ清掃などを行うほか、警備員を出入り口に配置す
るなど、安全対策に努める。

問　４万2400㎥の残土はどこに運ぶのか。
答�　現在の計画では、約１万５千㎥については、県指定
の愛川町田代の処理場に搬出する。残りの分について
は、民間の残土処理場に搬出する計画となっている。

問�　来年４月から消費税が上がる可能性があるが、この
契約ではどうなるのか。

答　すでに契約が整っているので、消費税は干渉しない。

病 院 特 別 委 員 会

■継続審査
　議会で審議する事件の中には、その
性質や内容などから審議に時間を要し、
会期中に結論に至らないことがありま
す。この場合、本会議で承認されれば、
閉会中も引き続き審査することができ
るとされており、これを継続審査とい
います。「会期中に議決に至らなかった
事件は、後会に継続しない」とする会
期不継続の原則の例外をなすものです。
なお、議会が解散した場合や議員任期
が満了した場合には、継続審査事件は
審議未了、すなわち廃案となります。

■請願・陳情の採択、趣旨採択
　請願・陳情の内容について、願意が
妥当で法令上、行財政上実現性もある
ような場合には、議会として賛同する
ことになり、議会の意思決定は、請願・
陳情を採択する方法によりなされるこ
とになります。また、願意は十分に理
解できても、市の財政事情などから、
当分の間は願意を実現することが不可
能である場合などに、便宜的に「趣旨
には賛成である」という意味の議決を
することがあり、その趣旨のみを取り
上げることから、これを趣旨採択と呼
んでいます。

解 説
議 会 用 語
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め
る
と
と
も
に
、
補
助
金
、

交
付
金
に
つ
い
て
は
考
え
方

を
明
確
に
し
、
使
途
の
透
明

性
を
図
ら
れ
た
い
。

２　

各
部
等
に
ま
た
が
る
関

連
業
務
は
、
基
本
計
画
段
階

か
ら
政
策
部
を
中
心
に
調
整

す
る
と
と
も
に
、
新
規
事
業

及
び
事
業
の
継
続
に
当
た
っ

て
は
、
そ
の
費
用
対
効
果
を

十
分
検
証
し
、
よ
り
大
き
な

効
果
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に

さ
れ
た
い
。

３　
（
仮
称
）健
康
こ
ど
も
の

森
の
整
備
事
業
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、関
連
す
る
地
域
、

団
体
等
と
の
協
議
に
努
め
、

官
民
協
働
で
行
わ
れ
た
い
。

都
市
経
済

１　

厳
し
い
財
政
状
況
下
で

あ
る
た
め
、
過
大
な
不
用
額

や
入
札
差
金
が
生
じ
な
い
よ

う
、事
業
内
容
を
十
分
精
査・

検
討
し
、計
画
的
で
効
率
的
な

予
算
編
成
に
努
め
ら
れ
た
い
。

２　

商
業
・
観
光
振
興
事
業

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事

業
者
及
び
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
、

双
方
へ
の
ニ
ー
ズ
調
査
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
費
用
対

効
果
を
十
分
に
考
慮
し
、
相

乗
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
図

ら
れ
た
い
。
な
お
、
各
種
イ

ベ
ン
ト
を
計
画
す
る
際
は
、

持
続
的
に
集
客
が
期
待
で
き

る
内
容
と
し
、
周
知
の
徹
底

を
図
ら
れ
た
い
。

３　

都
市
基
盤
整
備
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
さ
ら
な
る
事

業
が
検
討
さ
れ
て
い
る
中
で
、

経
常
的
経
費
の
見
直
し
や
財

源
確
保
に
向
け
た
さ
ら
な
る

取
り
組
み
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
決

算
書
お
よ
び
関
係
書
類
を
基

に
、
行
政
効
果
や
財
源
の
確

保
、
予
算
執
行
の
状
況
な
ど

に
つ
い
て
、
活
発
な
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

委
員
長
報
告

の
概
要

　

平
成
24
年
度
は
、「
あ
つ

ぎ
元
気
プ
ラ
ン
」
第
１
期
実

施
計
画
の
仕
上
げ
に
向
け
た

第
２
期
実
施
計
画
と
第
５
次

行
政
改
革
の
初
年
度
で
あ

り
、
総
合
計
画
を
着
実
に
推

進
し
、「
あ
つ
ぎ
の
元
気
協

働
予
算
」
の
下
、
重
点
項
目

に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
、

評
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
市
税
収
入
に
つ

い
て
は
、
今
後
も
景
気
低
迷

の
長
期
化
や
社
会
構
造
の
変

化
な
ど
に
よ
り
、
大
幅
な
伸

び
は
期
待
で
き
な
い
状
況
が

予
想
さ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
で
財
政
需
要
が
見
込
ま

れ
、
厳
し
い
財
政
運
営
が
続

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
経
費
節

減
や
自
主
財
源
確
保
に
努

め
、
事
業
の
重
要
性
や
優
先

度
、有
効
性
を
十
分
検
証
し
、

効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
推

進
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
望
む

（
各
委
員
長
報
告
の
要
旨
を

ま
と
め
た
も
の
で
す
）。

要
望
事
項

　

各
常
任
委
員
会
で
の
審
査

の
結
果
、
最
終
日
に
次
の
と

お
り
要
望
事
項
が
報
告
さ

れ
、
今
年
度
お
よ
び
来
年
度

以
降
の
行
財
政
運
営
に
反
映

さ
せ
、
対
応
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
し
た
。

総
務
企
画

１　

先
進
自
治
体
等
と
の
職

員
派
遣
・
受
け
入
れ
を
積
極

的
に
行
い
、
専
門
的
知
識
の

取
得
は
も
と
よ
り
、
実
務
を

実
践
で
き
る
専
門
職
員
の
育

成
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

２　

引
き
続
き
、
職
員
の
適

正
配
置
及
び
健
康
管
理
、
特

に
メ
ン
タ
ル
面
の
一
層
の
対

策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
取

り
組
み
を
多
角
的
に
展
開
さ

れ
た
い
。

３　

安
心
・
安
全
対
策
及
び

危
機
管
理
に
つ
い
て
、
市
民

の
生
命
や
財
産
を
守
る
た

め
、
変
化
す
る
自
然
災
害
へ

の
対
応
を
急
が
れ
た
い
。

市
民
福
祉

１　

各
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
検
証
・
見
直
し
を
行
っ

た
上
で
、
公
平
・
平
等
な
配

分
に
努
め
、
市
民
に
よ
る
地

域
福
祉
を
推
進
す
る
こ
と

で
、
地
域
の
活
性
化
を
図
ら

れ
た
い
。

２　

少
子
高
齢
化
に
伴
う
支

援
事
業
等
の
費
用
が
増
加
す

る
中
で
、
財
源
確
保
が
重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的

に
国
等
に
要
望
を
行
う
と
と

も
に
、
各
種
保
険
料
に
係
る

不
納
欠
損
等
の
た
め
さ
ら
な

る
対
策
・
取
り
組
み
を
講
じ

ら
れ
た
い
。
ま
た
、
財
源
を

考
え
る
と
事
業
内
容
の
見
直

し
も
必
要
で
あ
る
が
、
市
民

生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

３　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
招
か
な
い
よ
う
事
業
内
容

を
十
分
に
精
査
し
、
予
算
編

成
や
事
業
の
執
行
に
当
た
ら

れ
た
い
。
ま
た
、
事
業
の
効

果
を
検
証
し
、
市
民
福
祉
の

向
上
、
文
化
の
振
興
等
に
つ

い
て
は
、
安
易
に
市
民
の
負

担
を
ふ
や
さ
な
い
よ
う
に
努

め
ら
れ
た
い
。

環
境
教
育

１　

さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア

を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
主
財
源
の
増
額
を
図
り
、

予
算
編
成
時
に
各
事
業
費
の

積
算
及
び
事
業
内
容
を
十
分

に
精
査
・
検
討
し
、
計
画
的

で
効
率
的
な
予
算
執
行
に
努

民生費
261億6,558万円
（35.8％）

衛生費
88億7,661万3千円

（12.2％）

総務費
84億5,998万8千円

（11.6％）
土木費
91億3,446万7千円
（12.5％）

公債費
61億381万7千円
（8.4％）

歳入総額
744億4,287万6千円

国庫支出金
101億384万9千円
（13.6％）

地方消費税交付金
26億8,517万2千円
（3.6％）

諸収入
47億6,293万8千円
（6.4％）

繰越金
15億7,122万1千円（2.1％） その他

23億8,801万2千円（3.3％）

使用料及び手数料
10億5,829万円（1.4％）

県支出金
35億9,395万4千円
（4.8％）

繰入金
6億3,286万9千円（0.8％） 労働費

3億9,185万6千円（0.5％）

議会費
4億5,697万9千円（0.6％）

消防費
26億5,843万6千円
（3.6％）

農林水産業費
5億1,088万6千円（0.7％）

教育費
60億8,765万8千円
（8.3％）

商工費
42億4,342万7千円
（5.8％）

市税
４２４億１，８９７万９千円
（５７．０％）

歳出総額
730億8,970万7千円

市債
52億2,759万2千円
（7.0％）

平成24年度決算の内容
■一般会計決算

歳入内訳 歳出内訳（目的別）

　

平
成
24
年
度
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
お
よ
び
病
院
事
業
会
計
決
算

は
、
定
例
会
初
日
に
各
常
任
委
員
会
に
分
割
付
託
さ
れ
、
所
管
科
目
に
つ
い
て
、
慎
重

な
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
全
会
計
と
も
認
定
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
各
委
員
長
報
告
の
要
旨
や
報
告
に
盛
り
込
ま
れ
た
要
望
事
項
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。

平
成
24
年
度
　
決
算
の
認
定

市民１人当たりに使われた金額

３２５, ６９０円
※�一般会計歳出総額73,089,707,110円を平成25年
４月１日現在の人口224,415人で割ったもの

　企業会計のため、一事業年度の経営活動に伴い発生する
「収益的収支」と、将来の経営活動に備えて行う施設整備
などに伴い発生する「資本的収支」に分かれています。

【主な使い道（目的別）の内訳】
◆民生費･･･ １１６，５９５円
　（児童福祉費、社会福祉費、生活保護費など）
◆土木費･･･ ４０，７０３円
　（都市計画費、道路橋りょう費、土木管理費など）
◆衛生費･･･ ３９，５５４円（保健衛生費、清掃費）
◆総務費･･･ ３７，６９８円
　（総務管理費、企画文化費、徴税費など）
◆公債費･･･ ２７，１９９円（借入金返済）
◆教育費･･･ ２７，１２７円
　（小・中学校費、社会教育費、教育総務費など）
◆商工費･･･ １８，９０９円（商工費）
◆その他･･･ １７，９０５円

○　病院事業会計� （単位：円）

◆収益的収支� ※平成24年度純損失110,922,658円

（　）内は、消費税および地方消費税抜きの金額

収入総額� 7,532,365,393　
� （7,526,848,098）

支出総額� 7,642,484,361　
� （7,637,770,756）

医業収益� 7,081,111,166　 医業費用� 7,371,942,135　
医業外収益� 451,254,227　 医業外費用� 204,615,573　

特別損失� 65,926,653　

◆資本的収支
収入総額� 747,523,000　 支出総額� 485,211,294　
負担金� 66,847,000　 建設改良費� 268,339,385　
企業債� 603,300,000　 開発費� 68,598,810　
出資金� 76,554,000　 企業債償還金� 133,693,099　
貸付返還金� 120,000　 投資� 14,580,000　
補助金� 702,000　

■会計別決算 （単位：円）

《参考》平成23年度一般会計決算額　　歳入総額78,256,387,440円、歳出総額76,685,166,892円

会 計 名 予 算 現 額 収 入 済 額 支 出 済 額 収支差引額 翌年度繰越�
財 源 額

翌年度繰越又は�
繰 上 充 用 額

一　般　会　計 78,158,339,078 74,442,876,533 73,089,707,110 1,353,169,423 230,638,961 1,122,530,462 

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

公共用地取得事業 568,318,000 554,615,628 554,615,628 0 0 0 

後期高齢者医療事業 1,826,003,000 1,811,325,455 1,792,413,333 18,912,122 0 18,912,122 

国民健康保険事業 24,649,987,000 24,665,239,184 24,176,704,582 488,534,602 0 488,534,602 

介 護 保 険 事 業 9,222,945,000 9,276,168,035 9,029,016,714 247,151,321 0 247,151,321 

交通災害共済事業 1,500,000 1,086,908 170,000 916,908 0 916,908 

公共下水道事業 5,756,700,000 5,733,968,155 5,524,352,208 209,615,947 0 209,615,947 

小 計 42,025,453,000 42,042,403,365 41,077,272,465 965,130,900 0 965,130,900 

合　　　　　計 120,183,792,078 116,485,279,898 114,166,979,575 2,318,300,323 230,638,961 2,087,661,362 



市議会だよりは再生紙を使用しています。不要になりましたら、資源回収にお出しください。

平成25年11月15日 第219号 （８）あつぎ市議会だより

本会議の審議結果

９ 月 定 例 会 提 出 案 件
各会派の賛否 ○…賛成、●…反対、△…除斥、

▲…退席、－…欠席
議決結果改

　
革

み
ら
い

公
明
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ク

民
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ク

市
　
民

新
政
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ッ
ト
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育
て

議 案 第 49 号 専決処分の承認を求めることについて（厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部
を改正する条例） ○ ○ ○ ○ ○ ○● ● ○ ● ○ 承認

議 案 第 50 号 平成24年度厚木市一般会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 51 号 平成24年度厚木市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 52 号 平成24年度厚木市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 53 号 平成24年度厚木市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 54 号 平成24年度厚木市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 55 号 平成24年度厚木市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定

議 案 第 56 号 平成24年度厚木市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 認定

議 案 第 57 号 平成24年度厚木市病院事業会計決算について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定

議 案 第 58 号 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 59 号 厚木市市営住宅条例の一部を改正する条例について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 60 号 厚木市火災予防条例の一部を改正する条例について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 61 号 市道路線の廃止及び認定について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議案第 62 ～ 67 号 市道路線の認定について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 68 号 平成25年度厚木市一般会計補正予算（第６号） ○－ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 可決

議 案 第 69 号 平成25年度厚木市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 70 号 平成25年度厚木市病院事業会計補正予算（第１号） ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議 案 第 71 号 教育委員会委員の任命について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議 案 第 72 号 監査委員の選任について ○－
 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

陳 情 第 ７ 号 金田地区への新ごみ中間処理施設建設（計画）に反対する陳情 ●－ ● ● ● ●▲ ● ● ● ● ● 不採択

陳 情 第 ８ 号 「厚木市立保育所」を公設公営で存続することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 ９ 号 風しん予防接種費用の一部助成制度の実施期間延長を求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 10 号 厚木市の下水道使用料改定に反対する陳情 ●－ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 11 号 消費税増税中止を求める意見書を国に提出することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 13 号 建設業に従事するアスベスト被害者と遺族の早期救済、解決を図るよう働きかける意見書を国に提
出することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 不採択

陳 情 第 14 号 「（仮称）健康こどもの森」整備事業に関する説明会の開催と計画の見直しを求める陳情 ○－ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択

陳 情 第 15 号 消費税増税の中止を求める意見書を国に提出することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 16 号 消費税増税に反対する意見書を国に提出することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 17 号 消費税増税の中止を求める意見書を国に提出することを求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 18 号 厚木市下水道使用料の値上げに反対する陳情 ●－ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● 不採択

陳 情 第 19 号 子宮頸がん予防ワクチンの接種に関する相談窓口の充実や情報提供を求める陳情 ●－ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 不採択

議員提出議案第５号 地方税財源の充実確保を求める意見書について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議員提出議案第６号 ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書について ○－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

◎「議案第72号　監査委員の選任について」は、本人の監査委員選任議案のため、地方自治法第117条の規定により小島一郎議員（改革あつぎ）を除斥し、採決が行われました。
◎「陳情第12号　公契約条例制定を求める意見書を神奈川県に提出することを求める陳情」は、総務企画常任委員長の継続審査の申し出に対し、賛成多数（反対は石井恒雄議員）で継続審査となりました。
◎�「陳情第14号　『（仮称）健康こどもの森』整備事業に関する説明会の開催と計画の見直しを求める陳情」は、所管の委員会での審査結果が「趣旨採択」であったことから、趣旨採択することについて
本会議で採決した結果を掲載しています。
◎平成25年９月２日および10月７日議決時の会派構成など
※議長…川口仁（議長は裁決に加わりません）、副議長…越智一久
※会派表記、正式名称、議員数、所属議員（ 　 　は代表者）
改革…改革あつぎ（７）：小島一郎（議案第72号除斥）、松本樹影、松前進、髙田浩、石井芳隆、太田洋、徳間和男（議案第49号以外欠席）　
みらい…あつぎみらい（７）：松田則康、瀧口慎太郎、渡辺貞雄、難波達哉、越智一久、神子雅人、沼田幸一　公明党…公明党厚木市議員団（４）：田上祥子、寺岡まゆみ、遠藤浩一、川口仁　
共産党…日本共産党厚木市議員団（２）：釘丸久子、栗山香代子　市政ク…市政クラブ（２）：石井恒雄、井上敏夫（陳情第７号退席）　
民主ク…民主クラブ（２）：名切文梨（議案第49号反対、陳情第８号、第11号および第16号賛成）、古川環　市民…あつぎ市民の党（１）：奈良握　
新政会…新政会（１）：井上武　ネット…神奈川ネットワーク運動（１）：内川由喜子　子育て…子育て応援（１）：泉修

●本会議
　11月28日（木）…………………議案等質疑
　12月４日（水）〜６日（金）…一般質問
　12月20日（金）…………………委員長報告・討論・採決 

●常任委員会
　総務企画…12月10日（火）　市民福祉…12月11日（水）
　環境教育…12月12日（木）　都市経済…12月13日（金）

◆特別委員会
　厚木市立病院特別委員会…12月20日（金）（本会議など終了後）
　広報広聴特別委員会………12月20日（金）（本会議など終了後）
※開会は、原則として午前９時です。傍聴は、本庁舎５階ロビーで受け付けます。

12月定例会の開催予定

◎松田　則康 　○栗山香代子 　　古川　　環
　松本　樹影 　　寺岡まゆみ　　 沼田　幸一
　田上　祥子 　　石井　恒雄 　　徳間　和男

厚木市立病院
特別委員会（９人）

特別委員一覧【平成25年９月２日現在】 ◎印は委員長、
○印は副委員長

　市議会では、インターネットによる本会議・常任委員会･特別委員会の生中継
と録画中継を実施しています。
　「生中継」は、会議の模様をそのまま中継。「録画中継」は、日程や議員名など
から検索できます。
　ご覧になるには、ホームページアドレス（１面下）を入力、
または 厚木市議会 検 索


